
議案第36号

三朝町特別医療費助成条例の一部改正について

次のとおり三朝町特別医療費助成条例の一部を改正することについて､地方自

治法(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の議決を

求める｡

平成1 0年3月10日

三朝町長　　吉　田　秀　光

平成1 0亭3Imj20日原審可決

三朝町議登課長養親式津具

三朝町条例第　　号

三朝町特別医療費助成条例の一部を改正する条例

三朝町特別医療才助成条例(昭和4 8年三朝町条例第3 4号)の一部を次のよ

うに改正する｡

第2条第2項第6号中r私立学校教職員共済組合法｣をr私立学校教職員共済

法｣に改める｡

別表第6号中｢1歳｣を｢2歳｣に改める｡

附　則

1　この条例は､平成10年4月1日から施行する｡

2　この条例による改正後の三朝町特別医療斉助成条例の規定は､この条例あ施

行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し､同日前に受けた

医療に係る医療費の助成については､なお従前の例による｡


